
廃棄物処理施設の立地（設置）の考え方に対する 

パブリックコメントの実施結果について 

 

１ 意見募集期間 

令和７年２月３日（月曜日）から３月４日（火曜日）まで 

 

２ 意見の件数等 

(1) 意見をいただいた人数  ２人 

(2) 意見の件数       ３件 

(3) 案に反映した意見の数  ０件 

 

３ 意見と市の考え方 

№ 意見の概要 市の考え方 反映したもの 

１ 見直しに関する意見について 

1 

 資源リサイクル業を営む者

にとっては、非常にありがた

い見直しと考えます。 

 国も従来の「作る・使う・

捨てる」という縦型経済シス

テムから脱却し、製品や素

材、資源の価値を長く保全・

維持し、リユースやリサイク

ルによって廃棄物の発生を最

小化し、資源の消費に依存し

ない持続可能な経済発展をさ

せるサーキュラーエコノミー

（循環型経済システム）へ移

行しようとしています。 

 その中で廃棄物処理施設は

環境保全、市民の生活にとっ

てなくてはならない社会イン

フラであります。 

 しかしながら現行の厳しい

指針等においては、立地が不

可能となっておりますので、

ぜひ見直し施策を進めていた

だきたいと考えます。 

 今回の見直しは、「プラスチ

ックリサイクル施設」と「食

品資源化施設」について、 

施設の設置基準の緩和（敷地

境界線からの距離など）を図

り、資源物を可能な限り市域

内で再生させる環境を整備す

るものです。 

 



2 

 適地を探している資源リサ

イクル業にとっては、立地の

可能性が高くなる非常にあり

がたい見直しと思います。 

 廃棄物処理施設の中には、

周辺環境に多大な影響を及ぼ

すものから、単にその枠組み

に入っているものなど様々

で、一律規制に疑問がありま

した。そこを今回の見直し案

では、市内環境保全と循環型

社会への移行という世界的潮

流を考慮された調和のある考

え方だと思います。 

 また、現行の「指導指針

等」は条例とは異なりますの

で、厳しい制限を課している

ことには若干の疑問を感じて

いましたが、その点でも調和

のある内容だと思います。 

今回の見直しは、「プラスチ

ックリサイクル施設」と「食

品資源化施設」について、 

施設の設置基準の緩和（敷地

境界線からの距離など）を図

り、資源物を可能な限り市域

内で再生させる環境を整備す

るものです。 

 

２ その他参考意見について 

３ 

 区画整理事業の地区計画等

においても、今回の見直しと

同様な緩和の考え方を加味し

ていただけたらありがたいと

思います。 

 いただいた御意見につきま

しては、関係課と情報共有さ

せていただきます。 
 

 

 

４ お問合せ先 

(1) 担当課名 環境事業課 

(2) 連絡先  046-225-2793 

 

５ 結果公開日 

令和７年４月１日 公開 



廃棄物処理施設の立地（設置）の考え方について

１ 廃棄物処理施設の立地について

民間事業者が一定規模の廃棄物処理施設（一般廃棄物処理施設は、一日当たりの処理能
力が５トン以上、産業廃棄物処理施設は、別途要件）を建設等するには、都市計画審議会の
議を経て、特定行政庁の許可を受ける必要があります。
一方で、市町村がごみ処理施設等を設置する場合は、法律で一般廃棄物の処理が市町村の

責務とされていることから、設置する位置を都市計画決定することになります。
※都市計画決定：都市計画法に基づく一定の手続により、将来のまちづくりに必要な用途

地域や公園、ごみ焼却場などの都市施設等の都市計画を決定すること。
※都市計画審議会：都市計画を定めるときに、都市計画法に基づき都市計画案を調査審

議する機関

２ 従来の考え方

民間事業者が市内に廃棄物処理施設を立地する場合は、「厚木市特殊建築物等設置に伴
う環境保全に係る指導指針」及び「同指導指針基準」（以下、「指導指針等」という。）に適合
しなければ、施設を設置することができなくなっています。
廃棄物処理施設は、近隣住民からは迷惑施設であるとの認識であったことから、指導指針等で
厳しい要件が課せられており積極的に立地を進めていくものにはなっていません。

立地の主な基準

設置できる区域 工業地域・工業専用地域

敷地境界から300ｍの範囲内に「住居系用途地域」がないこと

敷地境界から300ｍの範囲内に次の施設がないこと
住居の密集地、学校、児童福祉施設、老人福祉施設、病院、その他これに類する施設及び公共空
地

現状：平成14年以降、指導指針等を運用し立地している件数は、1件のみである。

３ 今後の考え方

指導指針等が制定された平成14年から約20年が経過し、廃棄物の処理は、焼却処理から
資源化・再生利用処理へと転換促進が求められています。本市としても循環型社会の形成を目
指していくため、廃棄物の資源化・再生利用を促進していく必要があることから、次の視点で処理
施設の立地について見直すものです。

（２）処理経費等の軽減
現在、学校給食等から排出される食品廃棄物を市域外に運搬し資源化処理を行ってい

ますが、運搬に係る経費や、市域外に運搬することに伴うCO2の排出などが課題となっていま
す。食品廃棄物資源化施設が新たに市内に立地することにより、可能な限り市域内で資源
を再生させることができれば、運搬費などの経費の軽減につながります。

（１）市域内で廃棄物を資源化・再生利用できる環境の整備
近年施行された法律（プラスチックに係る循環資源の促進等に関する法律など）により、

様々な取組が求められていることから、「プラスチックリサイクル施設」と「食品資源化施設」につ
いて、施設の設置基準の緩和（敷地境界線からの距離など）を図り、資源物を可能な限り
市域内で再生させる環境を整備します。



４ 見直しの内容

５ 近隣市の状況

（３）既存事業者の事業継続の推進
現在、市内で廃棄物の資源化、再生利用を行っている事業者の事業拡大を図る環境を
整備することにより、処理能力の拡大や市内での事業継続を推進するものです。

基準を緩和する施設

プラスチックリサイクル施設
食品資源化施設

見直しする内容

・プラスチックリサイクル施設、食品資源化施設
→建屋内にあり、騒音・悪臭が外部に漏れないよう措置を講じ
た場合は、300ｍの範囲内であっても設置可能とする。

№ 市名 敷地境界からの距離 № 市名 敷地境界からの距離

１ 厚木市 300ｍ ５ 相模原市 なし

２ 伊勢原市 300ｍ ６ 平塚市 なし

３ 秦野市 100ｍ ７ 大和市 なし

４ 綾瀬市 50ｍ（焼却施設は300ｍ） ８ 座間市 なし

（２）用途地域の考え方
工業地域、工業専用地域は、工業の立地を主体とした地域であることから、市民生活への

影響を最小限に抑えるため、設置できる区域の緩和は行いません。

（３）循環型社会に対応した見直し
現在、指導指針と指導指針基準で運用を行っていますが、指導指針と指導指針基準を統

合し、廃棄物関連法令に基づいた循環型社会の推進に対応する基準を新たに制定します。

協議のフローチャート

事業者相談 基準に基づく確認 庁内調整会議

事業者と関係部署との協議 都市計画審議会審議

建築確認

（４）庁内連絡体制の整備
都市計画法、建築基準法、厚木市住みよいまちづくり条例などが関係することから、事業

者と関係部署が協議するための庁内会議の体制を整えます。

（１）基準の緩和

建築基準法第51条許可


